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建築改修工事 特記仕様書1

・

Ⅰ．工　事　概　要

章 項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１．工事場所

・	適用する

（工事カルテ）

1-2

の　登　録

処　理　等

（用途地域　　　　　　　防火地域　　　　　　）

工事名

２．敷地面積

３．工事種別

４．工事規模

[1.1.4]

3-2
改修工事	特記仕様書

１．適	用	基	準

２．工事実績情報

３．発	生	材	の

）

引渡しを要するもの

※	なし

特別管理産業廃棄物

※	なし

・	あり	（

※	上記以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等において再利用・減量化等を図る

ものとし、処理方法等は監督員と協議する。

現場において再利用を図るもの （ ）

※	現場における分別−保存材は、分別する。

・	本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由を

含む）に搬入される産業廃棄物については、岩手県産業廃棄物税が課税されるので

適正に処理すること。

１．共	通	仕	様

２．特	記	仕	様

○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

○印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（２）特記仕様は、○印の付いたものを適用する。

Ⅱ．改	修	工	事	仕	様

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

図面、特記仕様書及び現場説明事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共

ただし、改修標仕に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕

（３）特記仕様書に記載の［　］内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

５．工事範囲

図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準による

・

[1.3.2]

・	適用する
技術者 [1.3.3]

５．電気保安

[1.6.2]６．技　能　士

工法

・Ｓ-Ｆ１

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・Ｓ-Ｆ２

・Ｍ４ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ-Ｍ２

・Ｓ-Ｍ１・Ｍ４Ｓ

防水層の種別

※改修標準仕様書3 .5.2

※改修標準仕様書3 .5.2

(厚さ)・25mm　

・ＳＩ-Ｆ１

・ＳＩ-Ｆ２

施工
箇所

種別	 断熱材 Ｇ 備考

・設ける

脱気装置

・設けない

・設ける

脱気装置

・設けない

・設ける・設けない

改修用ドレン

・設ける ・設けない

脱気装置

・設ける・設けない

改修用ドレン

・設ける ・設けない

脱気装置

Ｇ

・製造所の

・製造所の

・製造所の

・製造所の

・

・

・

・

・製造所の

・製造所の

・製造所の

・製造所の

・

・

・

・

仕上塗料

使用量種類

・

・

・

・

・Ｓ３Ｓ

・Ｓ３ＳＩ

シーリング材の種類、施工箇所

下表以外は、改修標仕	表3.7.1による。

施			工			箇			所 シーリング材の種類（記	号）

[1.3.12]

ルーフィング

シート防水

	[3.5.2〜4][表3.5.1〜3]

シーリング改修工法の種類

・	シーリング充填工法

・	シーリング再充填工法

・	拡幅シーリング再充填工法

・	ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・	適用する　・適用しない

エッジング材張り ・	適用する		・適用しない

	[3.1.4][3.7.2〜8]［表3.7.1］

種類： 処理方法：・	あり	（ ）

(3)(エ)(b）による

(3)(エ)(ｂ）による

防水の適用

高日射反射率

仕様による

仕様による仕様による

仕様による 仕様による

仕様による 仕様による

仕様による

・Ｓ-Ｆ１

・Ｓ-Ｆ２

・Ｓ-Ｍ１

(厚さ)・25mm　 ・50mm

・50mm

保　護　層

箇所

施工

塗り厚さ ・床塗り工法 ・下地モルタル塗り

平場のモルタル塗り 立上り部の保護
モルタル塗り

・Ｓ-Ｃ1 ・ ・
※7mm以下

・

※改修標準仕様書 ※改修標準仕様書

・

種別

Ｐ１Ｓ工法の

6.15.6(2)(イ)及び(ウ)に準ずる
・
6.15.6(2)(イ)及び(ウ)に準ずる

屋内防水 防水層の種別

絶縁用シートの材質 ※	発泡ポリエチレンシート

脱気装置の種類及び設置数量　　※ルーフィングシート製造所の指定による

接着工法のＰＣコンクリート下地の目地処理 ・行う(・図示	）・行わない

ＰＣコンクリート部材の入隅部の増張り ・行う(・図示　）・行わない）

ＰＣコンクリート部材（種別Ｓ-Ｆ1、Ｓ1-Ｆ1の場合）の入隅部の増張り

・行う（※図示	）　・行わない

・PCｺﾝｸﾘｰﾄ
　下地

・

様書（建築工事編）（最新版）」（以下「標準仕様書」という。）による。

建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）」（以下「改修標仕」という。）による。

建築工事標準詳細図（令和４年版）

本設計図書における「標準詳細図」他は、次の基準を指す。

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部

各
　
章
　
共
　
通
　
事
　
項

１

適用工事種別 職　種 技能検定の作業の種別

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

ALCパネル、押出成形

セメント板工事

防水工事

石　工　事

タイル工事

木　工　事

屋根・とい工事

金属工事

左官工事

建具工事

カーテンウォール工事

塗装工事

内装工事

排水工事

舗装工事

植栽工事

と　び

鉄筋施工

型枠施工

コンクリート圧送施工

鉄　工

ブロック建築

ＡＬＣパネル施工

防水施工

石材施工

タイル張り

建築大工

建築板金

スレート施工

内装仕上げ施工

サッシ施工

左　官

ガラス施工

自動ドア施工

カーテンウォール施工

塗　装

内装仕上げ施工

表　装

路面標示施工

造　園

・とび作業

・	鉄筋組立て作業

・型枠工事作業

・構造物鉄工作業

・コンクリート圧送工事作業

・コンクリートブロック工事作業

・ＡＬＣパネル工事作業

・アスファルト防水工事作業

・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・合成ゴム系シート防水工事作業

・塩化ビニル系シート防水工事作業

・セメント系防水工事作業

・シーリング防水工事作業

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

・ＦＲＰ防水工事作業

・石張り作業

・大工工事作業

・タイル張り作業

・内外装板金作業

・スレート工事作業

・鋼製下地工事作業

・左官作業

・ビル用サッシ施工作業

・ガラス工事作業

・自動ドア施工作業

・金属製カーテンウォール工事作業

・建築塗装作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業

・カーペット系床仕上げ工事作業

・ボード仕上げ工事作業

・壁装作業

・建築配管作業配　管

・溶融ペイントハンドマーカー工事作業

・溶融ペイントマシンマーカー工事作業

・造園工事作業

一
　
　
般
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

・

７．施	工	条	件 施工順序に制約がある場合

その他の施工条件

[1.3.5]

８．建築材料等 (a) 原則として、全ての材料について監督員の承諾を受ける。

(b) 環境への配慮

※	改修標仕	1.4.1	による

[1.4.1]

改修標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する

工法とする。

[1.4.2]

工事車両駐車場、資機材置場について

[1.3.5]

[1.3.5]

　　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　調査範囲（・　　　　　　　　　　・図示　　　　　　　　　　）

※	石綿含有建材の事前調査

　	工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き

　	付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。

　	分析対象

		　	アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及び

		　	トレモライト

・	分析による石綿含有建材の調査

事前調査10.石綿含有建材の

９．特別な材料の

工　　法

調　　査

[1.5.1]

分析方法

・箇所数（	　　　）

材　料　名

・箇所数（	　　　） ・箇所数（	　　　）

・箇所数（	　　　） ・箇所数（	　　　）

定	性	分	析

・箇所数（	　　　）

定	量	分	析
（JIS	A	1481-1又はJIS	A	1481-2） （JIS	A	1481-3又はJIS	A	1481-4）

サンプル数　　１箇所あたり３サンプル 採取箇所　・	　　

施工計画書

施工図及び施工計画書の提出について

　　工事施工図の描き方（平成元年）」に準ずるものとする。

　　に限り発注者に委譲するものとする。

(a)	施工図及び施工計画書は、各工種において作成し提出する。

(b)	施工図の記載内容及び記載水準は、建設大臣官房官庁営繕部監修「建築・設備

(C)	本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

[1.2.3]11．施工図及び

(d)	提出部数は、監督員の指示による。

12.完成時提出図書 工事完成時の提出図書

※標準仕様書1.9.2及び1.9.3による。 ・　　

完成図の提出　（　）部

提出仕様（・紙ベース　・電子データ　・　　　　）

保全に関する資料の提出　（　）部

提出仕様（・紙ベース　・電子データ　・　　　　）

[1.9.2]

[1.9.3]

完成写真

撮影箇所及び提出サイズ、仕様 ※監督員の指示による　・　　　

13．設備工事との

取合い

施工範囲

・	図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

・	図示した壁、天井の仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強

・	自動閉鎖装置取付けの箇所の切り込み及び補強

・	駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・	その他指示するところ

[1.9.1][表1.9.1]

施工図

設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。

15．施工調査

調査範囲

調査方法

・	図示

・	図示

・	図示

[1.6.2]

[1.6.3]

[2.4.1]

・	設ける

　（規模及び仕上げの程度並びに設置する備品の種類・数量等は現場説明書による）

１．監督員事務所

構内既存の施設

・	利用できる（	・	有償　・	無償） ・	利用できない

・	設けない

構内既存の施設

・	利用できる（	・	有償　・	無償） ・	利用できない

３．工事用電力

等の対策

・防音パネル ［2.1.3］４.騒音・粉じん

２．工事用水

・防音シート

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　	※図示

５．足　場　等

材料、撤去材等の運搬方法

Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　　　　　　）

・	Ｅ種・	Ｄ種・	Ｃ種・	Ｂ種・	Ａ種　種別

・	「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては 、同ガイドライ

　　ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置

Ｄ種：利用可能な階段（　　　　　　　　　　　　　　）

内部足場 ・設置する（※脚立、足場板等　・　　　　）

・設置しない
外部足場 ・設置する（・枠組足場　・単管足場　・　　　　）

・設置しない
　防護シートによる養生 ・行う（・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

　　方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う 。

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う 。また、万一損傷等を与え

［2.3.2］仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　　・	図示　　・	

仮設間仕切りの種別と材質等

仮設間仕切に設ける仮設扉の材質等

種別

・	せっこうボード（9.5㎜）

防炎シート

下地

・	Ａ種

・	Ｂ種

※	Ｃ種 単管

・	合板（9㎜）

・	無し

［表2.3.1］

グラスウール 厚さ　　㎜・	木

仕上材	（厚さ　㎜） 塗装 充填

・	片面

材質

※	木製

仕上げ 塗装 備考

・

・	既存部分

・	既存ブラインド、カーテン等

養生の方法（※	ビニルシート等　　・　　　　　）

養生の方法（・	ビニルシート等　　・　　　　　）

保管場所　（・	図示　　・　　　　　　　　　　）

・	備品、机、ロッカー等の移動 （・	図示　　・　　　　　　　　　　）

・	既存家具、既存設備等

養生の方法（※	ビニルシート,合板　　・　　　　　）

養生の方法等 [2.3.1]

・ ・ ・片面

・無し※合板張り程度

※	軽量鉄骨

６．既存部分の

養　生

２

[2.2.1][表2.2.1]

３

防
　
　
水
　
　
改
　
　
修
　
　
工
　
　
事

調査報告書の提出部数　　・2部　　　　・

既存部分の破壊を行った場合の補修方法

施工数量調査

１.既存防水層等の

処置

[3.2.3〜6]

既存保護層の撤去 ・	行う（範囲　・	図示　　・	　　　　　　　　　　　　　　）

・	行わない

・	行う（範囲　・	図示　　・	　　　　　　　　　　　　　　）既存防水層の撤去

・	行わない

・	行う

・	行わない

（・	Ｍ４ＡＳ　　・	Ｍ４ＡＳＩ　　・	Ｍ４Ｃ　　・	Ｍ４ＤＩ　　・	Ｌ４Ｘ）

既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去

既存防水層の下地補修

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　　　・	図示　　・	

改修用2重ドレン

・	設ける（POAS、POASI、P0D、P0DI、P0S、P0SI、P0Xの場合）

Ｐ０Ｓ工法及びＰ０ＳＩ工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立

上り部等の処置

※	改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(ｇ)①〜③による　　・	

スチレンフォーム断熱材3種

※JIS	A	9521による押出法ポリ

防水層の種別

・P2A

・P1B

・P2AI

工法 種別 施工箇所

・A-1

・A-3

・B-1

・AI-1

・AI-3

・BI-1

立上り部の保護絶縁用シート

※フラットヤーン

70ｇ/㎡程度
クロス

厚さ0.15mm以上

（材質）

断熱材 Ｇ

ルーフィングシートの種類及び厚さ
改質アスファルトルーフィングシート及び部分粘着層付改質アスファルト

平場の保護ｺﾝｸﾘｰﾄの厚さ
こて仕上げ　　※水下　80㎜以上
タイル張り　　※水下　60㎜以上

※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

・乾式保護材

・窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として板状に押出成形し、オートクレーブ
養生したもの。

・	窯業系パネル−Ⅰ類（寒冷地仕様）

・	窯業系パネル−Ⅱ類（一般地仕様）

屋根保護防水防　水
	［3.3.2〜5］[表3.3.3〜10]

・A-2

・BI-2

bA(スキン層あり)

(厚さ）・25㎜

・P1BI

・B-2

・AI-2

・50mm

・乾式保護材

（　　　　　　）※図示

・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え

・れんが押え

(※JIS	R	1250

・　　　　	)

２．アスファルト

・金属複合版：金属板と樹脂を一体化させたもの。

表面材は不燃　耐衝撃性500ｇ　

仮
　
　
設
　
　
工
　
　
事

・M4C

脱気装置

・設ける　・設けない
改修用ドレン
・設ける　・設けない

反射率
高日射

防水の
適用 Ｇ

・M3D
・P0D

・D-1

・P0DI

・M3DI

・M4DI

・DI-1

断熱材 Ｇ施工箇所種別工法 備考

脱気装置

・設ける

・設けない

改修用ドレン

・設ける

・設けない

・

・

・

防水層の種別
屋根露出防水

脱気装置の種類及び設置数量

仕上塗装の種類及び使用量

※アスファルトルーフィング製造所の指定による

※アスファルトルーフィング製造所の指定による

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレイン回り及び立上り部周辺の断熱材
の張りじまい位置

※図示

施工箇所

屋内防水

防水層の種別

工法 種別

・	P1E

・	P2E

・	E-1 ・設ける

・設けない

押さえ金物の材質、形状寸法

※	アルミニウム製、Ｌ−30×15×2.0mm程度

屋上排水溝 ・適用する（施工範囲　・図示　・　　　　　　　　　　　　　）

・適用しない

(材質）

・

・DI-2
※JIS	A	9521による発泡プラスチック断熱

規格に準ずるもの。

材とする。ただし、硬質ウレタンフォーム

断熱材2種1号又は2号で透湿係数を除くJIS

(厚さ）・25㎜　

・	E-2

・C-2

・C-4
・C-3

・C-1

・D-2

(種類）	※	図示

保護層

［表3.3.1、表3.3.10］

ルトシート

脱気装置
・設ける　・設けない

反射率
高日射

防水の
適用 Ｇ

断熱材 Ｇ施工箇所種別工法 備考

・

・

防水層の種別

・M4AS ・AS-T2

・AS-J2

・M3AS

・P0AS

・AS-T1

・AS-T3

・AS-T4

・AS-J1

[3.4.2〜3][表3.4.1〜3]

脱気装置の種類及び設置数量

仕上塗装の種類及び使用量

脱気装置

・

・M3ASI

・M4ASI

・P0ASI

・ASI-T1

・ASI-J1
改修用ドレン

防湿層

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

(材質）
※JIS	A	9521による発泡プラスチック断熱

規格に準ずるもの。

材とする。ただし、硬質ウレタンフォーム

断熱材2種1号又は2号で透湿係数を除くJIS

(厚さ）・25㎜　

※改質アスファルトシートの製造所の指定による

※改質アスファルトシートの製造所の指定による

※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による

防水

・AS-J3 ・設ける　・設けない

改修用ドレン

・50mm

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

押え金物の材質.形状寸法 ※	アルミニウム製、Ｌ−30×15×2.0mm程度

屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート　・設置する　・設置しない

３．改質アスファ

４．合成高分子系

防
　
　
水
　
　
改
　
　
修
　
　
工
　
　
事

・Ｓ-Ｍ２

・ＳＩ-Ｍ１

・ＳＩ-Ｍ２

機械式固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付けは、建築基準法により

定まる風圧力に対応した工法 ・図示による　・　　

［3.6.2〜3][表3.6.1〜2]］５．塗膜防水

・ＰＯＸ

工法 種別
仕上塗料

使用量種類

・製造所の ・製造所の
仕様による 仕様による

・ ・

・

・設ける・設けない

改修用ドレン

・設ける ・設けない

脱気装置

施工箇所
防水の適用 Ｇ

高日射反射率
備考

・Ｌ４Ｘ ・製造所の ・製造所の
仕様による 仕様による

・ ・

・

・設ける

脱気装置

・設けない

・Ｘ−１

・Ｘ−２

・Ｘ-１Ｈ

・Ｘ-２Ｈ

・Ｘ−１
・Ｘ−２

・Ｘ-２Ｈ

・Ｘ-１Ｈ

・ＰＹ１

・ＰＹ２

※Ｙ−２

・
・設ける ・設けない

保護層

脱気装置の種類及び設置数量　　※主材料製造所の仕様による ・図示

６．シーリング

既存笠木等の撤去 ・行う（範囲	・図示　・　　　　　　　　　　）

・行わない

下地補修の工法 ※図示

※図示

板材折り曲げ形笠木の取付方法

・

・

笠木の固定金具の工法

保証書

・	提出する

・	提出しない

９．防水施工

［※	簡易接着性試験 ・	引張接着性試験(部位　　　　　）］・適用する

・適用しない

シーリング材の接着性試験

シーリング材の目地寸法

・図示による

・コンクリート打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は幅２０㎜以上、深さ１０㎜以上、

ガラス回りは改修標仕5.14.3「ガラス溝の寸法、形状等」による場合を除き幅・　　

深さ共５㎜以上とする。それ以外は幅・深さとも１０㎜以上とする

といの材種

・	硬質ポリ塩化ビニル管 ・・	配管用鋼管

［3.8.2〜3][表3.8.1〜4］７．と　い

・	表面処理鋼板

・表面及び裏面の塗装の種類（　　　　　）

・耐酸被覆鋼板（製造所：　　　　　　　　）

多雪地域の軒どい取付け間隔　・適用する　・適用しない

鋼管製といの防露巻き

※図示既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法

※	行う （施工箇所

防露材のホルムアルデヒド放散量

※改修標準仕様書	表3.8.4による）

※Ｆ☆☆☆☆

竪樋受け金物の材質、形状、取り付け間隔

・

※改修標準仕様書　表3.8.2による　　　

種																	別

・横型	）・	ろく屋根用

・	バルコニー用

・	バルコニー中継用

（・縦型

材種

・

・

・

張掛け幅

・100mm以上　・50mm以上

・100mm以上　・50mm以上

・100mm以上　・50mm以上

表面処理

種別（改修標準仕様書表5.2.2より）　・　種

着色　・標準色（　　　　　）　・特注色（　　　　　）

部材の種類

・オープン形式 （・	押出し	250形

・板材折り曲げ形

・	押出し	300形 ・	押出し	350形）

（・オープン形式　・シ−ル形式）

本体幅（　　）mm　	板厚	（※	2.0　・　　）mm

ルーフドレンの取付け

※改修標準仕様書3.8.3（6）による ・図示

［3.9.2〜3][表3.9.1］８．アルミニウム
製　笠木

建築基準法に基づく風圧力に対応した工法

※図示　　・　　

ルーフドレン

に関する基本方針(令和４年２月閣議決定)」に定める判断の基準を満たす物品を示す。
（４）Ｇ	印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進

４.施工管理技術者

※	施工管理技術者は、工事に相応した能力を有するものとし、資格等の能力を証明す

る資料を提出する。

・
・

・

・

・

・

・

・	シーリング再充填工法

令和6年度公立大学法人岩手県立大学共通棟D1階入浴実習室

岩手県滝沢市巣子152番地52

改修工事

地上４階建　鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

延べ床面積　83,182.86㎡（対象工事床面積	92.55㎡）

入浴実習室から看護実習室への改修工事に伴う

建築工事、電気設備工事、機械設備工事

解体撤去部分

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ,ﾋﾞﾆﾙ巾木

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5,12.5

ｹｲｶﾙ板t=8,岩綿吸音板t=12

1箇所

1箇所

1箇所

男女更衣室、入浴実習室

※監督員の指示による　

図示


